
 

 

地域包括支援センター業務管理システム 導入・保守業務委託 公募要項 

 

１ 目的  

   この要項は、宮古島市地域包括支援センター業務管理システム導入・保守業務委託について、

価格のみでなく総合的な見地から判断し、宮古島市(以下「本市」という。)に最も適したシステムを

導入し、安定的な運用保守を提供できる事業者を選定するため、公募型プロポーザルの実施に

関し必要な事項を定めるものである。  

  

２ 公募型プロポーザルの概要  

（１） 件名  

   地域包括支援センター業務管理システム導入・保守業務委託  

（２） 業務仕様 

別紙「地域包括支援センター業務管理システム導入・保守業務委託仕様書」のとおり   

(３)    契約期間 

契約締結日（令和 7年 7月頃）から令和１２年３月３１日まで   

運用開始予定：令和７年１０月１日 

(４)    提案上限額 

総額 ２０，６８０，２２０円(消費税込み)  

    (内訳) 令和７年度（１年目）  ４，５９１，００４円  

         令和８年度（２年目）  ４，０２２，３０４円 

         令和９年度(３年目)   ４，０２２，３０４円 

         令和１０年度(４年目)  ４，０２２，３０４円 

         令和１１年度(５年目)  ４，０２２，３０４円 

３ 主なスケジュール  

①公募開始（質問受付開始） 令和７年６月４日(水) 

②質問受付期限 令和７年６月１１日(水) 

③質問回答   令和７年６月１７日(火) 

④応募書類の提出期限   令和７年６月２４日(火） 

⑤プレゼンテーション及びヒアリング （選定委員会）  令和７年６月３０日(月)  

⑥結果通知  令和７年７月１日(火) 

⑦契約予定時期 令和７年７月中 
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 ４ 参加資格  

本事業に参加できる者は次の要件を全て満たす者とする。  

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれにも該当し

ない者であること。  

（２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続き開始申し立てがなされている

者でないこと。  

（３） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続き開始申し立てがなされている

者でないこと  

（４） 国又は地方自治体若しくは本市から資格停止措置等を受けていないこと。  

（５） 宮古島市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員でないこと。  

（６） 事業内容や実績等から業務を遂行するに相応しい技術、経験を有していること 

（７） 沖縄県内に本社若しくは支社又は営業所等があること。  

（８） 直近 3年間のうち、沖縄県内の市町村において同種業務の導入実績があること。  

 

５  質問   

 本公募に関する質問は「質問書(様式第 4号)」を電子メールで受付、電話は不可とする。 

 メール送信の際には、見逃しを防ぐため件名を下記に統一する。 

 件名    「業務委託公募に関する質問」 

 メールアドレス：kaigo.yobou@city.miyakojima.lg.jp 

受付期限：令和７年６月１１日(水) 

回   答：令和７年６月１７日(火)：宮古島市ホームページに質問及び回答を掲載する。 

  

６  応募書類等の提出  

  （１）提出書類 

ア  参加表明書（様式第１号） 

イ    誓約書（様式第２号）  

ウ    同種業務実績確認調書（様式第３号） 

エ  会社概要(様式第５号) 

オ   企画提案書（任意様式） 

カ  見積書(任意様式) 

キ  履歴事項全部証明書 

ク  国税、県税、市税の完納証明書 
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（2） 提出方法等      

ア～クの提出書類を A4フラットファイルに綴り、インデックスを付したうえ高齢者支援

課に以下のとおり提出すること。  

形式  部数  提出方法  

紙媒体  ６部 

（正本 1

部、副本 5

部）  

郵送又は持参  〒 ９０６－８５０１ 

宮古島市平良字西里１１４０番地 

宮古島市役所 福祉部 高齢者支援課 

介護予防係 宛 

   

（3）提出期限 

  令和 7年 6月 24日（火）17：00 

 

７  審査及び選定 

（1）審査（プレゼンテーション） 

日時：令和７年６月３０日（月）  

場所：宮古島市役所 2階会議室② 

・プレゼンテーションの実施順は原則応募受付順とし、開始時間は応募者へ事前に連絡する。 

・提案者の出席は1事業者2名までとする。 

・プレゼンテーション時間は６０分以内とし、準備、提案、質疑応答（10分程度）を含む。 

・プレゼンテーションの内容は提出された提案書に基づき行うもので、当日の内容変更、資料

追加は一切認められない。 

・プロジェクター（ＨＤＭＩ接続）、スクリーンは、事務局で準備するが、その他プレゼンテーショ  

ンに必要となる物は持参すること。ノートＰＣは持ち込み可能とする。 

 

（２）審査項目等 

別紙「地域包括支援センター業務管理システム導入・保守業務委託審査要領」で示す評価基

準に基づき審査及び評価を行う。 

 

  （３）選定方法 

  選定委員会において、各選定委員による採点の合計を集計し、合計点数が最も高い者を候補

者とする。合計点数が同点の場合、選定委員の協議により候補者を選定する。ただし、合計点数が

満点の6割に満たない場合は、候補者として選定できないこととする。 
 

（４）審査結果の通知 

選定委員会の選定結果を受け、全提案者あてに通知する 

 

８  受託事業者の決定及び契約 

  優先候補者と提案内容及び金額について協議のうえ、委託契約を締結する。なお、協議が合意

に至らなかった場合、次点候補者と協議に入る。 



3  

  

 

９  辞退  

プロポーザルの参加事業者は、辞退届（様式第６号）の提出により、プロポーザルへの参加を

辞退することができる。  

  

１０  その他の留意事項  

（１） 提出物の提出後においては、再提出及び差替えは認めない。  

（２） 提出物の作成及び提出に要する費用は、事業者の負担とする。  

（３） 提出物の返却は一切行わない。   

  

１０  問い合わせ先  

   〒９０６－８５０１ 宮古島市平良字西里１１４０番地   

宮古島市役所 高齢者支援課 介護予防係(担当：豊見山) 

 電 話：０９８０－７３－１９７９ 

ｅ-mail：kaigo.yobou@city.miyakojima.lg.jp  


